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第５章 EUにおける遺伝子組換え作物の規制状況等について 

                   
               鈴木 栄次 

 
1. はじめに 

 
 EU では遺伝子組換え作物（以下「GMO」）に係る食品・飼料については，包括的かつ厳

しい法的な規制が敷かれている。GMO に関する法的規制及び政策は，EU で重要視されて

いる予防原則に基づき，環境並びに人及び動物の健康及び安全性への悪影響を防ぐように

立案されており，また，懐疑的な消費者，農業者，環境保護者によって表明されている懸念

に対処している。 
 すなわち，EU では，GMO 及び GMO から製造された食品・飼料は，ケースバイケース

で行われる厳しい審査と安全性に関する評価を経て，承認を受けた場合にのみ，市場に流通

させ，または，輸入することができる。この承認は，欧州委員会から 10 年間の期限付きで

与えられるものであって，EU 全体に適用される。具体的には，欧州食品安全機関（EFSA）

が必要なリスク評価を行い，GMO，GMO から構成されたまたは GMO が含まれる食品・

飼料は，識別番号を与えられ，表示とトレーサビリティを確保して，消費者の選択に資する

ようにしているのである。 
 2001 年から EU は，GMO の事実上のモラトリアム（承認手続きの停止措置）を実施し

てきた。しかしながら，2003 年 9 月に，EU の一般裁判所は，欧州委員会は 2001 年から停

止されていたトウモロコシ 1507 の販売に関する承認の申請を再開すべきであると決定し，

モラトリアムが終了した(1)。

 これと時期が同じになるが，1990 年から始まっていた EU の GMO に関する規制につい

て，1999 年に欧州理事会から欧州委員会に対して見直すべきことが要請され，2001 年から

2003 年にかけて，その法的な枠組みが改定されたところである。 
 本稿においては，この新たな法的な枠組みのもとでの EU の GMO 規制について整理す

るとともに，最近の動向として，2015 年 3 月に施行された「加盟国単位で GMO の栽培を

拒否できる」という内容の作物環境放出指令 2001/18/EC の改正と，2015 年４月に欧州委

員会から提案された「加盟国単位で GMO の輸入を拒否できる」という内容の規則

1829/2003 の改正について言及する。次に，GMO と慣行栽培，有機栽培との共存政策につ

いて，スペインとイタリアを例にあげて，具体的な共存政策の在り方につき，言及する。最

後に，忌避感の強い EU の中にあって，EU の GMO の約９割を生産しているスペインの状

況等に関して，筆者が 2015 年 10 月 19 日から 23 日まで現地にて聴取してきた内容を報告

する。 
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(http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_anzen_monitor/h16_4.html)（2014 年 11 月 19 日アクセス） 
農林水産政策研究所（2006）『GMO:グローバル化する生産とその規制』，農林水産政策研究叢書第 7 号 
農林水産政策研究所（2015）『平成 26 年度カントリーレポート 米国，WTO，ロシア』 
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2. EUにおける GMOの規制状況について 

 
 EU においては，GMO に関する規制は，1990 年から始まる。この年に，閉鎖系使用に関

する指令90/219/EEC 及び意図的な環境放出に関する指令90/220/EECが制定されている。

承認がなければ GMO の栽培や流通などが禁止される仕組みである。そして，1998 年まで

に，18 の GMO が 90/220/EEC の下で承認され，EU の市場に流通するようになった(2)。 
 しかしながら，1999 年に，欧州理事会は，欧州委員会に対して， 
①GMO が市場に出回るためには，より厳しくかつ透明性のあるルールが必要 
②表示とトレーサビリティのルールを施行することが必要 
として，その必要にこたえるべく規制を見直すことを要請した。 
 これを受けて，2001 年から 2003 年にかけて，バイオテクノロジーに関する EU の法的

な枠組みが改訂されたところである。 
 
(1) 改訂された規制の枠組み 

  
改訂された規制の枠組みは，主として，次の 3 つの指令及び規則から成り立っている。右

側に記載したのは，それぞれを所管する部局である。 
・GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC  環境総局 
・GMO の表示及びトレーサビリティに関する規則 1830/2003  環境総局 
・GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003   健康消費者保護総局 

なお，ここで，「規則」(regulation)とは，EU の加盟国の法令を統一するために制定され

るもので，個々の加盟国の国内に効力をもたらすための国内法を必要とせず，すべての国内

法に優先して加盟国内で直接効力を及ぼすものである。これに対し，「指令」(directive)は，

規定された目的に即して国内法が制定された（国内法に置き換えられた）ときにのみ各国に

効力を有する。なお，国内法への置き換えに際し，加盟国には一定の裁量権が与えられてい

るため，すべての加盟国の法令が完全に同一になるわけではない。 
指令は，加盟国に一定の判断権限を与え，緩やかな統合を実現するために適した形態であ

り，特に，域内市場の分野において多用されている。また，指令は，定められた期間内に対

応する国内法に置き換えられなければならないとされている（EC 条約第 249 条第 3 項及

び第 10 条第 1 項）(3)。 
 
(2) GMOの意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC(4) 

 
 1) 野外試験 

 

研究目的で GMO を閉鎖空間で利用した後，これを市場に流通させる前の段階で，野外試

験を行わなければならない。GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC が，その
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ような野外試験で GMO が開放された環境に放出される場合に適用される。関係条項は，

PartB(第 5 条から第 11 条まで)である。野外試験を行う場合には，加盟国の監督当局に対

し，技術的な情報及び環境影響評価などを提出して承認を申請しなければならない。技術的

な情報とは，特に，GMO と環境の相互作用，モニタリング，監督，廃棄物の取り扱い，緊

急事態の対処方法である。監督当局は，第 11 条に基づき，他の加盟国からの情報も考慮し

つつ，申請を審査し，申請から 90 日以内に承認するか，拒否するかを決定しなければなら

ない。申請が承認され，野外試験を実施した場合，申請者は，人間の健康及び環境へのリス

クに関連して，放出の結果を監督当局に報告する。意図せざる事態が起きたり，人間の健康

及び環境へのリスクに関する新たな情報が出てきた場合には，「予防原則」（第 1 条及び第 4
条で言及されている。）に従い，申請者及び監督当局は，それらのリスクに関する措置を講

じたり，適切な改変を行わなくてはならない。さらに，第 9 条に基づき，加盟国は，承認に

関するすべての情報を一般に公開しなくてはならず，場合によっては，透明性の観点から，

公聴会を開催したり，パブリックコメントを実施しなくてはならない。 
このように，強い環境の保護を図っている。また，その手続きについては，加盟国にかな

りの権能を与えており，市場に流通させる場合の手続きが EU レベルに重点を置いている

のと対照的である。 
 
2) 市場への流通 

  
市場への流通に関する手続きは，予防原則により最も強くコントロールされており，公衆

の参加の程度も高い。GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC の PartC（第 12
条から第 24 条まで）で規定されており，野外試験として環境に放出する際の手続きとは明

確に分かれている。特に，EU レベルでの承認を与えるという手続きになっていることが特

徴である。 
 GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC は，第一に，GMO の潜在的な危険

な影響に鑑みて課す要件を強化している。いかなる者（製造業者であれ，輸入業者であれ）

も GMO を市場に流通させたいと考えている場合には，最初に GMO が流通する加盟国の

監督当局に通知しなくてはならない（第 13 条第 1 項）。通知を受けてから 90 日以内に，監

督当局は，評価報告書を作成しなくてはならない（第 14 条第 2 項）。この作業は，第 4 条

で規定されている予防原則に従って行うものである。評価報告書には，当該 GMO が市場に

流通することに問題がないかどうかを記載し（第 14 条第 3 項），欧州委員会及び他の加盟

国に送付しなくてはならない。報告書を作成した加盟国が市場に流通させても良しとした

場合でも，欧州委員会及び他の加盟国は，60 日以内に，理由を付して反対することができ

る。反対がない場合には，10 年間を期限とする承認を得たことになる。しかしながら，反

対された場合には，欧州委員会は，加盟国の代表で構成される委員会に決定案を送付し，審

査を求める。同委員会の決定は，特別多数決によるが，同委員会で決定に至らない場合には，

欧州理事会が 3 ヶ月以内に決定を下す。それでも決定に至らない場合には，欧州委員会が
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提案を採択する。 
 第二に，リスクに関する新たな情報が発生していないか否かについてモニタリング等を

行うことを規定している（第 20 条）。GMO を市場に流通させることについて承認を得られ

た場合，当該流通させようと考えている者は，モニタリングの報告書を当該国の監督当局，

欧州委員会及び他の加盟国の監督当局に送付しなければならない。モニタリングの結果は，

透明性の観点から一般に公開しなければならない。さらに，予防原則の観点から，もし人間

の健康及び環境に影響を与え得る新たな情報が出てきた場合には，当該流通させようと考

えている者は，直ちに必要な保護的な措置を講じ，監督当局に報告し，監督当局は，欧州委

員会に伝達しなければならない。そして，承認の条件の改定の手続きが開始されることとな

る。 
 第三に，GMO を市場に流通させる場合には，表示をしなければならない（第 21 条）。た

だし，偶発的または技術的に避けられない事情で，承認された GMO が混入する場合で混入

割合が 0.9%以下のときは，例外とされ表示の義務はない（第 21 条第 3 項）。 
最後に，欧州委員会は，加盟国から提出される報告書を基に，GMO を市場に流通させた

経験についての要約を 3 年ごとに発行しなければならない（第 31 条）。 
ここで，第 23 条のセーフガード措置について述べておこう。加盟国は，同条に規定され

ているセーフガードを発動する権利があり，国内における GMO の栽培または使用を暫定

的に禁止することができる。セーフガードを発動する場合，加盟国は，当該承認された GMO
が環境や人間の健康に脅威をもたらすことを示す新たな又は追加的な情報を提供しなけれ

ばならない。欧州委員会は，EFSA に対して，加盟国が提供した情報に関する科学的な意見

を示すよう，要請することができる。これに対して，EFSA の GMO パネルが，加盟国が提

供した新たな情報を評価して，科学的な意見を述べる。セーフガードを発動して，いくつか

の EU 加盟国が，承認された GMO または GMO の種子を禁止した。このうち，オースト

リア，ハンガリー，フランス，ギリシャ，ドイツ，ルクセンブルグは，GMO のトウモロコ

シ MON810 の栽培を禁止している。また，ポーランドは，すべての GMO の種子の販売を

禁止する法律を施行している。2002 年以降，欧州委員会は GMO の栽培に関するセーフガ

ード措置を取り消すべき，と何度も提案してきたが，いずれも失敗に終わっている。 
  
(3)GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003(5) 

 
第 3 条から第 8 条まで，及び，第 15 条から第 20 条までが，この規則のもとで承認を申

請する際の手続きを定めている。これらの条項では，承認は次の場合に求めなければならな

い，とされている。 
①   食品・飼料の原料として GMO を使用する場合（例：ミールにして動物の飼料に使用

する GMO の大豆） 
②   GMO を含むか，GMO により構成されているか，または GMO から製造された成分

を食品・飼料に使用する場合（例：GMO 大豆由来のレシチンをチョコレートバーの乳
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化剤として使用する） 
③   GMO から製造された食品・飼料を使用する場合（例：GMO トウモロコシから製造

された食用油や GMO トマトから製造されたトマトペースト） 
承認の対象には，食品・飼料に使用する GMO 作物の栽培も含まれる。承認する場合に

は，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC の下での関係監督当局と協議する

必要がある。なお，食品にも飼料にも使用されない GMO 作物の場合には，GMO の意図的

な環境放出に関する指令 2001/18/EC のみが適用される。（例：工業用デンプンに加工する

場合の GMO ジャガイモの栽培） 
GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003 の下で，承認は１０年間有効であり，更新も

可能である。 
なお，この規則の下で承認された場合には，GMO の意図的な環境放出に関する指令

2001/18/EC の承認を別途得る必要はない。 
 
1) 非 GMOに偶発的に混入した GMO 

 
第 12 条第 2 項及び第 3 項，第 24 条第 2 項及び第 3 項並びに第 47 条では，規則が適用

閾値には，異なる二つの値がある。一つは，GMO の意図的な環境放出に関する指令

2001/18/EC やこの規則で承認された GMO に関する食品・飼料に対する重量比で 0.9%と

いう値であり，もう一つは，この規則の適用前（2004 年 4 月 18 日以前）に EFSA が行っ

たリスク評価で了承された GMO に適用される 0.5%という値である。 
これらの閾値以下の量の GMO が含まれる製品で，それが偶発的又は技術的に避けられ

ないものであることが示される場合には，トレーサビリティや表示を行う必要がない。

（0.5%の場合は，承認も求められない。）しかしながら，意図的な混入の場合には，いかに

少ない量であっても，表示をしなければならない。 
 
2) 表示に関する要請 

 
第 12 条及び第 24 条は，また，GMO の食品・飼料の表示に関する要求の範囲を定めてい

る。GMO を含むか GMO で構成されている食品・飼料，GMO から製造された食品・飼料，

GMO から製造された成分を含む食品・飼料は，そのことを表示しなければならない。GMO
に由来する新たな DNA やタンパク質が食品・飼料に含まれているか否かにかかわらず，表

示は必要である。GMO の成分を含まない，ということを表示する義務はないが,GMO や

GMO フリー，という表示は，任意で行うことができる。 
なお，食品・飼料の製造工程で「加工助剤」として使われるが食品・飼料の中には GMO

由来の物質が含まれないものは，食品・飼料の定義に当てはまらず，この規則の対象ではな

い。したがって，そのような加工助剤により製造された食料・飼料も規則の対象外である。

されるか否かの境目となる GMOの混入割合の閾値を規定する。 
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透明性の観点から一般に公開しなければならない。さらに，予防原則の観点から，もし人間

の健康及び環境に影響を与え得る新たな情報が出てきた場合には，当該流通させようと考

えている者は，直ちに必要な保護的な措置を講じ，監督当局に報告し，監督当局は，欧州委

員会に伝達しなければならない。そして，承認の条件の改定の手続きが開始されることとな

る。 
 第三に，GMO を市場に流通させる場合には，表示をしなければならない（第 21 条）。た

だし，偶発的または技術的に避けられない事情で，承認された GMO が混入する場合で混入

割合が 0.9%以下のときは，例外とされ表示の義務はない（第 21 条第 3 項）。 
最後に，欧州委員会は，加盟国から提出される報告書を基に，GMO を市場に流通させた

経験についての要約を 3 年ごとに発行しなければならない（第 31 条）。 
ここで，第 23 条のセーフガード措置について述べておこう。加盟国は，同条に規定され

ているセーフガードを発動する権利があり，国内における GMO の栽培または使用を暫定

的に禁止することができる。セーフガードを発動する場合，加盟国は，当該承認された GMO
が環境や人間の健康に脅威をもたらすことを示す新たな又は追加的な情報を提供しなけれ

ばならない。欧州委員会は，EFSA に対して，加盟国が提供した情報に関する科学的な意見

を示すよう，要請することができる。これに対して，EFSA の GMO パネルが，加盟国が提

供した新たな情報を評価して，科学的な意見を述べる。セーフガードを発動して，いくつか

の EU 加盟国が，承認された GMO または GMO の種子を禁止した。このうち，オースト

リア，ハンガリー，フランス，ギリシャ，ドイツ，ルクセンブルグは，GMO のトウモロコ

シ MON810 の栽培を禁止している。また，ポーランドは，すべての GMO の種子の販売を

禁止する法律を施行している。2002 年以降，欧州委員会は GMO の栽培に関するセーフガ

ード措置を取り消すべき，と何度も提案してきたが，いずれも失敗に終わっている。 
  
(3)GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003(5) 

 
第 3 条から第 8 条まで，及び，第 15 条から第 20 条までが，この規則のもとで承認を申

請する際の手続きを定めている。これらの条項では，承認は次の場合に求めなければならな

い，とされている。 
①   食品・飼料の原料として GMO を使用する場合（例：ミールにして動物の飼料に使用

する GMO の大豆） 
②   GMO を含むか，GMO により構成されているか，または GMO から製造された成分

を食品・飼料に使用する場合（例：GMO 大豆由来のレシチンをチョコレートバーの乳
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例えば，GMO 大豆を飼料の原料に使用する飼料製造業者は，そのことについて承認を受け，

表示を行わなければならないが，GMO 飼料を給餌された動物から生産された食肉・牛乳に

ついては，承認の対象にならないし，表示の義務もない。 
 
(4) GMOの表示及びトレーサビリティに関する規則 1830/2003(6) 

 
GMO の表示及びトレーサビリティに関する規則 1830/2003 は，市場のすべての段階に

おいて，承認された GMO についてトレーサビリティや表示を確保する措置を講ずるとい

う，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC による加盟国への要請を詳細にし

たものである。各国でトレーサビリティや表示に関する法令の内容が異なっていたことを

受けて，EU において統一的なシステムを構築するために，この規則を制定したものである。

同規則第 4 条及び第 5 条がトレーサビリティ及び表示に関する規定となっている。 
 
1) GMOで構成されている製品または GMOを含む製品（第 4条）（例：大豆，花卉） 

 
市場に流通する最初の段階で，当該製品が GMO を含むか GMO により構成されている

こと及び GMO の種類ごとの識別番号（識別番号は，生大豆のように生きた GMO を含む

か構成されている場合に要求されるものであって，製粉や油糧のように GMO から製造さ

れたものの場合は不要である。）を示す書面を作成しなければならず，これを供給チェーン

のあらゆる段階に伝達しなければならない。すべての事業者は，製品の供給事業者及び製品

の販売先に関する詳細な記録を 5 年間保存しなければならない。 
 
2) GMO から製造された食品・飼料用の製品（第 5 条）（例，なたね油，大豆グルテン飼

料，大豆レシチン） 

 
これらの製品については，製造業者・流通業者は，その製品を受領する事業者に書面を伝

達しなければならない。各取引において，GMO から製造された食品成分，飼料，飼料添加

物，成分リストが存在しない場合には製品が GMO から作成された旨を明示する情報を提

供しなければならない。すべての事業者は，製品の供給元事業者及び製品の販売先に関する

書類を５年間保存しなければならない。 
 ロット番号などのような特別な特定システムが使用されている場合，GMO の認識番号等

とロット番号とが包装に明確に印字されロット番号の情報が５年間保存されるのであれば，

GMO の認識番号又はどの成分が GMO から作成されかの情報は，事業者が保持する必要は

ない。  
 GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003 の第 12 条，24 条及び第 47 条の閾値は上記

の表示義務について適用され，偶発的又は技術的に避けられない事情で閾値以下の量の

GMO が混入している場合には，表示は必要ない。 
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3. GMOの意図的な環境放出に関する指令 2001/18/ECの改正 

 
 現在，EU の域内で栽培が可能な GMO 作物は，1998 年に承認（2009 年 6 月に再承認）

されたモンサント社の害虫抵抗性トウモロコシ MON810 のみである。2010 年 3 月 2 日に

欧州委員会が栽培承認した BASF 社の工業用デンプン産生 GMO ジャガイモ「Amflora」
（アムフローラ）は，2013 年 12 月 13 日に欧州裁判所の裁定により承認が取り消されてい

る。 
 また，最近では，Pioneer 社と Dow AgroScience 社が 2001 年から栽培承認申請をしてい

る害虫抵抗性トウモロコシ TC1507 の承認手続きが難航した。2014 年 2 月 11 日の欧州理

事会による特定多数決による投票では，5 ヵ国（スペイン，英国，フィンランド，スウェー

デン，エストニア）の賛成に対し，19 ヵ国が反対，4 ヵ国（ベルギー，チェコ，ドイツ，ポ

ルトガル）が棄権し，賛否とも規定数（加重投票の 2/3）に達しなかった。 
 この場合，栽培承認することを起案した欧州委員会に差し戻され，承認されるというのが

前例だったが，反対に回った 19 ヵ国中 12 ヵ国が，2 月 12 日，欧州委員会に対し栽培承認

手続案を撤回するよう要求する書簡を発出し，承認手続きは停止してしまった。 
 GMO 作物の栽培承認手続きを遅延・停滞させている主な原因は，自国内での GMO 栽培

に抵抗する 8 ヵ国（オーストリア，ブルガリア，ギリシャ，ドイツ，ハンガリー，ルクセン

ブルグ，ポーランド，イタリア）の動きである。GMO の意図的な環境放出に関する指令

2001/18/EC は，域内統一市場原理に基づき加盟国政府に対して EU が承認した GMO 作物

の栽培を可能とするよう国内法の整備を要求している。これに反論するには，EFSA が認め

た安全性を覆すに足る科学的根拠を提示しなくてはならない。上記諸国はセーフガード条

項が存在することを根拠として主張したが，EFSA と欧州裁判所によって科学的根拠を欠

くと指摘された。 
 このような状況を打破するために，EU 全体の GMO 作物栽培承認を妨害しない代わり

に，加盟国に栽培の可否についての裁量の自由を与えることとしたのが GMO の意図的な

環境放出に関する指令 2001/18/EC の改正である(7)。

2014 年 6 月 12 日に，ルクセンブルグで開催された EU 環境閣僚理事会は，EU が栽培

承認した GMO 作物の栽培を各加盟国ごとの判断で，制限又は禁止できるように GMO の

意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC を改正することで合意し，翌 2015 年 1 月 13
日の欧州議会で，この改正について，賛成 480 票，反対 159 票，棄権 58 票でこれを可決し

た。欧州委員会は，この改正を 2015 年 3 月 11 日に施行した。 
環境閣僚理事会で指令改正が合意されたことを受け，2014 年 6 月 12 日に欧州委員会の

Borg コミッショナーが次のプレスリリースを出している(8)。

  
最初に，この合意により，加盟国が，国内の事情をより適切に勘案して GMO 栽培の可否

を判断する余地が，法的にも適切な方法で拡大される。現在，加盟国は，栽培禁止のために

セーフガード条項しか使えない。 
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1) GMOで構成されている製品または GMOを含む製品（第 4条）（例：大豆，花卉） 
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こと及び GMO の種類ごとの識別番号（識別番号は，生大豆のように生きた GMO を含む

か構成されている場合に要求されるものであって，製粉や油糧のように GMO から製造さ

れたものの場合は不要である。）を示す書面を作成しなければならず，これを供給チェーン

のあらゆる段階に伝達しなければならない。すべての事業者は，製品の供給事業者及び製品

の販売先に関する詳細な記録を 5 年間保存しなければならない。 
 
2) GMO から製造された食品・飼料用の製品（第 5 条）（例，なたね油，大豆グルテン飼

料，大豆レシチン） 

 
これらの製品については，製造業者・流通業者は，その製品を受領する事業者に書面を伝

達しなければならない。各取引において，GMO から製造された食品成分，飼料，飼料添加

物，成分リストが存在しない場合には製品が GMO から作成された旨を明示する情報を提

供しなければならない。すべての事業者は，製品の供給元事業者及び製品の販売先に関する

書類を５年間保存しなければならない。 
 ロット番号などのような特別な特定システムが使用されている場合，GMO の認識番号等

とロット番号とが包装に明確に印字されロット番号の情報が５年間保存されるのであれば，

GMO の認識番号又はどの成分が GMO から作成されかの情報は，事業者が保持する必要は

ない。  
 GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003 の第 12 条，24 条及び第 47 条の閾値は上記

の表示義務について適用され，偶発的又は技術的に避けられない事情で閾値以下の量の

GMO が混入している場合には，表示は必要ない。 
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 第二に，ステップ１：承認前の地理的な範囲制限とステップ 2：承認後の禁止—を組み合

わせ，手続きなどの順序を明確にすることにより，すべての当事者が必要としている予測可

能性がもたらされる。 
 第三に，仮に加盟国がステップ 1：範囲制限の要請を行うと，欧州委員会はその要請を速

やかに提示する。申請者が要請に対して行動を起こさない場合は，合意したものと見なされ

る。 
 第四に，ステップ 2：禁止の選択—として，申請者の見解の如何にかかわらず，選択権を

有する加盟国が，GMO を栽培するかどうかの最終決定権を持つ。 
 新たな客観的な状況が生じたときには，10 年間の GMO 承認期間中であっても判断を変

更して栽培を制限もしくは禁止することを，加盟国の正当な権利として保証することも合

意された。 
この提案は，EFSA によって実施される EU 全体規模のリスク評価を変更するものでは

ない。同リスク評価は，人間と動物の健康，環境を高水準で保護することを確実にするため

引き続き厳格に行われる。 
 欧州委員会提案が採択されてから 4 年を経た本日，EU は新しい GMO 栽培法制案につ

いて政治的合意に到達したものであり，この合意は新欧州議会における建設的な審議への

道を開くために重要である。この新しい措置が 2015 年から実施できるよう欧州委員会は引

き続き積極的にサポートする。 
 
改正によって以下の条項が加えられた(9)。 

第 26 条 b 
1 ある GMO の承認手続きの間，あるいは承認の更新の間，加盟国は，その領域のすべて

又は一部を栽培地域から除外するために，同意・承認関係文書の地理的な範囲について変更

を求めることができる。この要請は，本指令第 14 条(2)に基づく評価報告書の回覧開始の日

または，規則 1829/2003 の第 6 条(6)及び第 18 条(6)に基づく EFSA の見解を受け取った日

から 45 日以内に，欧州委員会に対してなされなければならない。欧州委員会は，遅滞なく，

その加盟国の要請を通知者ないし申請者及び他の加盟国に提示しなければならない。欧州

委員会は，要請について電子的手段によって公開しなければならない。 
2 欧州委員会が当該要請を提示してから 30 日以内に通知者ないし申請者は，当初の通知

ないし申請の地理的範囲を変更又は維持する主張をすることができる。 
 
維持する主張がなされない場合には，本指令に基づく書面による同意によって，あるいは，

該当する場合には，規則 1829/2003 の第 7 条及び第 19 条の下での承認決定又は本指令の

第 19 条に従ってなされる決定によって，通知ないし申請の地理的範囲が変更される。 
 
この指令に基づく書面による同意，あるいは，該当する場合には，規則 1829/2003 の第 7
条及び第 19 条の下での承認決定又は本指令第 19 条に従ってなされる決定は，通知ないし
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申請の地理的範囲を変更したものに基づいて出されるものとする。

 
本条のパラグラフ 1 による要請が本指令第 14 条(2)に基づく評価報告の回覧開始の日以後，

又は規則 1829/2003 の第 6 条(6)及び第 18 条(6)に基づく EFSA の見解を受領した後に，欧

州委員会に伝達される場合，本指令第 15 条に規定する書面による同意を出すスケジュール

または，規則 1829/2003 の第 7 条及び第 19 条に規定する欧州委員会に決定案を提出する

スケジュールは，要請を提出した加盟国の数の如何によらず，15 日間の延長が認められる。 
 
3 この条のパラグラフ 1 に従って要請がなされない場合，又は，通知者ないし申請者が当

初の通知ないし申請の地理的範囲を維持する主張をした場合にあっても，加盟国は，その領

土の全部又は一部において，本指令の第 C 部又は規則 1829/2003 によって承認された，

GMO 又は作物ないし形質によって定義される GMO の一群の栽培を制限又は禁止する措

置を講ずることができる。その措置は，EU の法令に適合しており，論理的であり，比例的・

非差別的であることに加え，次のような要素に関連する十分な根拠に基づくものでなけれ

ばならない。 
(a) 環境政策の目的 
(b) 都市及び地域の計画 
(c) 土地利用 
(d) 社会経済的影響 
(e) 第 26 条 a に関わらず，他の製品に GMO が存在することを回避すること 
(f) 農業政策の目的 
(g) 公共政策 
これらの根拠は，措置を適用する加盟国，地方，地域の個別の状況に応じ，(g)を除いて単独

で，又は組み合わせて用いることができる。ただし，本指令又は規則 1829/2003 に従って

行われた環境リスク評価と矛盾してはならない。 
 
4 本条第 3 項に従って措置を講じようとする加盟国は，最初に，欧州委員会に対し，それ

らの措置の草案及び根拠を伝達しなければならない。この伝達は，本指令第 C 部又は規則

1829/2003 に基づく承認手続きが完了する前に行うことも出来る。この伝達の日から 75 日

間は， 
(a) 関係加盟国は，それらの措置を採用し，実施することを控えるものとする。 
(b) 関係加盟国は，該当する GMO を事業者が作付けしないことを確保するものとする。 
(c) 欧州委員会は，適切と考える意見を述べることができる。 
 
第 1 パラグラフで言及した 75 日間の経過後は，関係加盟国は，承認の存続する全期間につ

いて EU の承認が発効した日から，当初提案した形態の措置，または，欧州委員会の述べた

非拘束的な意見を考慮に入れて修正した措置のいずれかを講じることができる。これらの
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やかに提示する。申請者が要請に対して行動を起こさない場合は，合意したものと見なされ

る。 
 第四に，ステップ 2：禁止の選択—として，申請者の見解の如何にかかわらず，選択権を

有する加盟国が，GMO を栽培するかどうかの最終決定権を持つ。 
 新たな客観的な状況が生じたときには，10 年間の GMO 承認期間中であっても判断を変

更して栽培を制限もしくは禁止することを，加盟国の正当な権利として保証することも合

意された。 
この提案は，EFSA によって実施される EU 全体規模のリスク評価を変更するものでは

ない。同リスク評価は，人間と動物の健康，環境を高水準で保護することを確実にするため

引き続き厳格に行われる。 
 欧州委員会提案が採択されてから 4 年を経た本日，EU は新しい GMO 栽培法制案につ

いて政治的合意に到達したものであり，この合意は新欧州議会における建設的な審議への

道を開くために重要である。この新しい措置が 2015 年から実施できるよう欧州委員会は引

き続き積極的にサポートする。 
 
改正によって以下の条項が加えられた(9)。 

第 26 条 b 
1 ある GMO の承認手続きの間，あるいは承認の更新の間，加盟国は，その領域のすべて

又は一部を栽培地域から除外するために，同意・承認関係文書の地理的な範囲について変更

を求めることができる。この要請は，本指令第 14 条(2)に基づく評価報告書の回覧開始の日

または，規則 1829/2003 の第 6 条(6)及び第 18 条(6)に基づく EFSA の見解を受け取った日

から 45 日以内に，欧州委員会に対してなされなければならない。欧州委員会は，遅滞なく，

その加盟国の要請を通知者ないし申請者及び他の加盟国に提示しなければならない。欧州

委員会は，要請について電子的手段によって公開しなければならない。 
2 欧州委員会が当該要請を提示してから 30 日以内に通知者ないし申請者は，当初の通知

ないし申請の地理的範囲を変更又は維持する主張をすることができる。 
 
維持する主張がなされない場合には，本指令に基づく書面による同意によって，あるいは，

該当する場合には，規則 1829/2003 の第 7 条及び第 19 条の下での承認決定又は本指令の

第 19 条に従ってなされる決定によって，通知ないし申請の地理的範囲が変更される。 
 
この指令に基づく書面による同意，あるいは，該当する場合には，規則 1829/2003 の第 7
条及び第 19 条の下での承認決定又は本指令第 19 条に従ってなされる決定は，通知ないし
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措置は，遅滞なく欧州委員会，他の加盟国，承認を受けた者に通知しなければならない。 
 
加盟国は，これらの措置について，栽培者を含むすべての関係事業者に対し，公開しなけれ

ばならない。 
 
5 加盟国が，第 2 項に従い除外された領土のすべて又は一部を，同意・承認の地理的範囲

に戻したい場合には，本指令の下で書面による同意を発行した権限のある当局又は当該

GMO が規則 1829/2003 のもとで承認されたものである場合には欧州委員会に，その旨を

要請することができる。書面による同意書を出した権限のある当局又は欧州委員会は，同意

または承認にかかる地理的範囲を変更するものとする。 
 
6 第 5 項のもとでの GMO の同意・承認の地理的範囲の変更に関して， 
(a) 本指令で承認された GMO については，書面による同意を発行した権限ある当局は同

意した地理的範囲を変更し，変更を完了したら欧州委員会，加盟国，承認を保有する者に通

知するものとする。 
(b)  規則 1829/2003 で承認された GMO については，欧州委員会は，同規則第 35 条(2)に
規定される手続きを経ずに，承認の決定を変更しなければならない。欧州委員会は，加盟国

及び承認を保有する者に通知するものとする。 
 
7 加盟国は，第 3 項及び第 4 項によって採用した措置を取り消した場合，欧州委員会及び

他の加盟国に遅滞なく通知するものとする。 
 
8 本条に基づいて採用された措置は，承認された GMO の自由な流通に影響を与えてはな

らない。 
 
 先述した害虫抵抗性トウモロコシ TC1507 を含む各種 GMO の承認手続き等に関して，

2015 年 10 月 3 日が，地理的範囲の変更や国別禁止措置導入に関する申請の期限とされて

いたところ，19 ヵ国が申請し，栽培拒否権が認められている。ラトビア，クロアチア，フ

ランス，オーストリア，ハンガリー，オランダ，ポーランド，リトアニア，ベルギー，ブル

ガリア，ドイツ（研究を除く），キプロス，イギリス（スコットランド，ウェールズ，ノー

ザンアイランド），イタリア，デンマーク，スロベニア，ルクセンブルグ，マルタである(10)。 
 

EU 域内には今後 GMO 栽培国（おそらくスペインや英国など）と禁止国（おそらくフラ

ンスやドイツなど）が併存することになるが，GMO の意図的な環境放出に関する指令

2001/18/EC の今回の改正では，栽培国から周辺非栽培国への GMO 越境による汚染を予防

する緩衝地帯設置などに関し，加盟国は十分に注意を払うことを保証すべきという努力目

標を掲げただけである。GMO 反対派が望んでいた，汚染が発生した時の経済的損害賠償に
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関する具体的制度は盛り込まれなかった。 
 
 一方，GMO 推進派からも反対の声が上がり，バイテク業界団体 EuropaBio は，加盟国

が「科学的ではない根拠によって」GMO 作物に反対することを許すのは，技術の革新・発

展を損なうものであるとして改正を批判した。農民は，望みの農作物を自由に栽培できるべ

きだと主張する。 
 栽培国と禁止国の混在する状況は，GMO の表示及びトレーサビリティに関する規則

1830/2003 や，慣行，有機栽培，GMO 農作物の共存ガイドライン 2003/556/EC などの実

施面や，規制のありかたついての議論にも影響を与えるかもしれない(11)。

 
4. GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003の改正 

 
1) 規則の改正 

 
欧州委員会が，2015 年 4 月 22 日，加盟国がそれぞれの判断で GMO の輸入や使用を禁

止することができるようにすることを提案した。欧州委員会は，現行の EU としての GMO
承認の枠組みを変えることは提案しておらず， EFSA によるリスク評価をパスしたものが

欧州委員会で審議されることはこれまで通りである。提案は，EU としての承認を獲得済み

の GMO 食品・飼料であっても，リスク評価と矛盾しない範囲で，その輸入や使用について

各加盟国が自国の領域内での使用を制限・禁止することを認めようとするものである。 
規則の改正提案に付した「考察」のなかで，欧州委員会は，この提案は，EU で承認され

た GMO の栽培について，加盟国がそれぞれの領域内で栽培を制限・禁止することを認め

た，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC の改正にならい，その方式を GMO
の食品・飼料に関する規則 1829/2003 にも拡大するものであるとしている。 

具体的には，GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003 を改正して，第 34 条 a として，

次を挿入するとの内容である(12)。なお，GMO の栽培については，前節で言及した GMO の

意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC の改正により既に加盟国ごとでの制限が認め

られているため，この提案では対象としていない。 
 
第 34 条 a 

加盟国による制限または禁止 
 
1 加盟国は，この規則に従って承認された第 3 条(1)及び第 15 条(1)で言及されている製品

の使用について，制限又は禁止する措置を採用することができる。ただし，当該措置は， 
(a) 論理的で，EU の法令に即した十分な根拠に基づくものであり，本規則に従って行われ

るリスク評価と矛盾するものであってはならず， 
(b) 比例的で非差別的でなければならない。 
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2 加盟国が第 1 項に規定する措置を講じようとする際には，最初に，それらの措置の案と

その理由を欧州委員会に提出しなければならない。欧州委員会は，直ちに，他の加盟国に当

該案と理由を通知する。加盟国は，第 7 条及び第 19 条で規定されている承認の手続きが完

了する前に，措置の案と付随する情報を提出することができる。 
第 1 項に従って，措置の案と付随する情報を欧州委員会に提出してから 3 ヶ月間は， 
(a) 加盟国は，その措置を採用し，実施することを控えるものとする。 
(b) 欧州委員会及び加盟国は，措置の案を提出した加盟国に対して適切と考える意見を述

べることができる。 
3 本条の第 1 項に従って採られる措置には，当該措置に関係する，第 3 条(1)及び第 15 条

(1)で言及される製品の既存の在庫を，当該措置が実施される前に合法的に使い切ってしま

うことができるだけの，合理的な猶予期間を設けるものとする。 
4 本条第 1 項に従って採られる措置は，関係する加盟国における，偶発的又は技術的に避

けられない事情で GMO を含む食品・飼料で，第 12 条及び 24 条で規定する閾値の適用に

より本規則の表示が義務づけられていないものの使用に影響を与えてはならない。 
5 本条第 1 項から第 4 項までは，栽培のための GMO には適用しない。 
 
2) 提案の背景 

 

 (i) GMOに対する国民感情と GMO利用の実情 

この提案を提出するに当たって，欧州委員会が出したプレス・リリース(13)，ファクト・シ

ート(14) などから，整理してみよう。 
提案の背景として，GMO に対する国民感情がまず挙げられる。EU の国民は， 2010 年

に行われた欧州委員会が発表している世論調査（Eurobarometer）では，61％が「GMO 食

品は安全である」とは認めず，「GMO 食品が経済的に良い」との回答は，3 分の 1 以下とな

っている。このように，EU の消費者の間で，GMO に対する警戒感が強い状況がある。 
他方，経済的側面では，畜産の重要性が挙げられる。どの加盟国も，家畜飼料の主要なタ

ンパク源として，大豆ミール（粕）を輸入するか，使用しており，EU 全体としては，輸入

大豆ミールに大きく依存している。EU 内の需要は大豆換算で 3,600 万トンだが，域内大豆

生産量は年間 140 万トンにすぎず，大豆（1,350 万トン）と大豆ミール（1,850 万トン）を

3,200 万トン輸入している（2013 年）。大豆・大豆ミールの輸入先は，43.8％ブラジル（89％），

22.4％アルゼンチン(100％)，15.9％米国（93％），7.3％パラグアイ（95%），4.4%カナダ

（65％），2.6%ウクライナ(0%)，1.9%ウルグアイ(100％)，1.7%インド（0%）であり（2013
年。括弧内はその国の GMO 大豆栽培比率），輸入される大豆・大豆ミールの 9 割は GMO
と考えられる。 

このように，EU 全体としては GMO が不可欠なものとなっている実情がある一方で，加

盟国によって，畜産の重要度にも違いがあり，上記のような国民の警戒感を背景にして，

GMO に否定的な意見を持つ国もある。 
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(ⅱ) 現行の GMO 承認枠組みとその運営実態(15)

そのような状況のもとで，問題となるのが EU における決定の仕組みである。 
EU の GMO の規制の枠組みは，第 2 節冒頭で述べたように，三つの規則，指令に基づいて

その利用や流通について承認を得ると，EU 市場に GMO 食品・飼料を流通させることがで

きるというものである。 
承認手続きの対象となる GMO について，まず，欧州食品安全機関（EFSA）が，各加盟

国の科学機関の協力も得ながら，科学的なリスク評価を行う。 
その結果，当該物質が，市場に流通する条件の下で，人の健康や環境に悪影響を与えない

と評価された場合，欧州委員会は，常設委員会に対して，承認決定案を送付する。 
常設委員会において，加盟国の投票結果が「賛成」ならば，欧州委員会は，案のとおり承

認を行う。投票結果が「反対」又は「意見なし」（賛成も反対も特定多数（加盟国の 55%以

上かつその人口の 65%以上）に達しない場合。下記の不服申立て委員会でも同様）であれ

ば，欧州委員会は，決定の草案を上位の機関である不服申立て委員会に送付することができ

る。不服申立て委員会における投票結果が「賛成」であれば，欧州委員会は GMO を承認し，

「反対」であれば，承認しない。投票結果が「意見なし」で差し戻されてきた場合には，欧

州委員会は，GMO の法的枠組みに従って判断し，承認を与えることとなる。 
GMO 食品・飼料に関する法的枠組みが始まって以来，常設委員会及び不服申立て委員会

の投票結果は，ほぼ一貫して「意見なし」である。概して賛成の国の方が多いが，特定多数

にまでは達しないため「意見なし」となり，最終的な承認に関する決定は，欧州委員会に委

ねられてきた。現行の規制の仕組みでは，欧州委員会が承認を与えると，EU 全体でその

GMO の流通を認めることになるので，GMO を忌避する国民感情などを反映して反対投票

をしている国は，この状況に不満を抱いていた。これが，加盟国ごとで制限・禁止すること

を認めるという本提案の背景である。 
 
3) 提案に対する内外の反応 

 
 上記の欧州委員会の提案に対して，米国，EU 内の各機関等から，次のように，反対の声

があがった。 
 
(i) 米国（USTR） 

 フロマン米国通商代表（USTR）は，2015 年４月 22 日に EU が新提案を発表した直後

に，次のプレス・リリースを提出している(16)。

 
我々は，本日の EU 側の規則の提案に深く失望している。それは，EU の国際的な義務と

両立するのが極めて困難であるように思われる。さらに，ある製品の流通について，EU を

28 の個別の市場に分断することは，域内市場の統合を深めるという EU の目標に矛盾する
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のではないか。環大西洋貿易投資パートナーシップ（TTIP）交渉を通じて，EU と米国が成

長と雇用の更なる機会を創出しようとしているときに，この種の貿易を制限する行動を提

案することは，建設的ではない。 
 
(ii) ヨーロッパバイオ 

EU のバイオ産業の協会であるヨーロッパバイオも 4 月 22 日に，反応しており，会長の

ジェフ・ローベは，次のように述べている(17)。 
 
欧州委員会は，安全な製品の輸入を各国ごとで禁止する継ぎはぎ状態にすることを提案

をすることにより，域内市場の根本的な原則を犠牲にしようとしている。GMO は，我々の

生活と切り離せない一部になっており，ヨーロッパは，貿易を通じてこの技術の恩恵を受け

ている。我々は，GMO 綿花の服を身につけ，家畜への給餌は GMO 製品に大きく依存して

いる。毎年，EU は，GMO 大豆 33 百万トン以上，域内 5 億人の一人当たりにして 60 キロ

グラム以上を輸入し農業者の生活向上に貢献している。この確立され，成功している貿易を

妨げるようなことをすれば，雇用，成長，ヨーロッパの取引先・事業活動場所としての信頼

性を損なう恐れがある。この提案は，畜産農家の選択肢を狭め，生活を脅かすものである。

EU 全域について承認された安全な製品を否定することは，雇用，成長，技術革新，競争力

を損なう。欧州の食品・飼料流通業界ともども我々は，欧州委員会がこの提案を撤回するこ

とを望む。 
 
(iii）産業団体・貿易団体  

13 の産業団体・貿易団体（AVEC，COCRAL，Copa-Cogeca，ESA, EuropaBio，European 
Flour Millers，EUVEPRO, FEDIOL, FEFAC,  Federation of European Rice Millers，
Starch Europe，UECBV 及び Unistock Europe）も，4 月 22 日にプレス・リリースを出し

ている(18)。 
 
我々は，GMO 食品・飼料の流通の承認を各加盟国に委ねるという本日の欧州委員会の提

案を拒否する。 
欧州委員会は，現行の流通承認手続きを変えるのではなく，現在の法制が適切に実施され

ることを確保することを最優先すべきである。 
この提案は，経済・社会に悪影響を与える。域内の食品・飼料製品市場を脅かし，承認を

否定した国に，大きな雇用喪失と農業・食料チェーンへの投資減退をもたらし，我々の競争

力を歪曲するものである。 
我々は，欧州議会と理事会に要請する。各国中心の体制に回帰し欧州関税同盟と単一市場

によって達成された経済的達成を覆そうとする欧州委員会のこの提案を却下すべきである。 
EU の域内市場と関連法令を守り，適切に実施することは，EU の為政者の主要な政治的・

行政的・法的責任である。GMO の承認を各国の手に戻し，それにより域内市場での製品の
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自由な移動と使用が規制されるのであれば，欧州委員会が「EU 条約の守護者」としての役

割と責任を果たしていないことになる。本日の提案は，EU が「雇用と成長」及び「より良

き規制」を政治的に優先するつもりがあるのか疑問を抱かせるものである。

 なお，この１３の産業団体・貿易団体は，欧州委員会の提案を拒否すべきとの書簡をすべ

ての加盟国の農業大臣に送付した。その書簡の中で，提案は，域内市場を分断（disrupt）
し，EU の貿易相手国との関係を脅かし，現在行われている自由貿易協議も脅かす，と述べ

ている。また，提案は，訴訟を誘発し，競争を歪曲するとも述べている。 
 
(ⅳ) 全米大豆協会 

副会長のリチャード・ウィルキンソンは，次のように述べている(19)。

 
本日の欧州委員会の決定は，EU 自らの畜産業者及び飼料産業にとって競争力を損なう間

違ったものであり，食肉が値上がりすることで負担の増える EU の消費者にとっても良く

ないものである。EU の飼料及び畜産業界は，畜産業が競争力を失い，EU の貿易と域内市

場を撹乱するとして，欧州委員会の行動に対して，強く反対している。現時点で，EU の飼

料業界は，畜産飼料用に使う大豆ミールのうち 75％を輸入に依存している。 
また，ウィルキンソンは，WTO や米国と EU との間の TTIP 交渉についても言及してい

る。 
EU は，迅速で科学的な承認プロセスを行っていないとされ，WTO で敗訴している。加

盟国が輸入を制限するに任せるという本日の決定は,新たな WTO 違反を生むことになる。

TTIP 交渉の下で，米国・EU 間の貿易障壁を撤廃するという精神とも真っ向から反対する

ものである。この提案が実現すれば，米国の EU との間の大豆貿易に悪影響を与えること

は間違いない。

 
 (v) その他 

米国の National Corn Growers’ Association 及び Grain Council それにブラジルの

Abramiho 及び アルゼンチンの Maizar の４団体も EU の健康に関するコミッショナ

ーである Andriukaitis に対して，書簡を送付している。同書簡で，そのような動きは，輸

入された穀物の市場を分断（fragmented）することになるため，国際的なトウモロコシ同

盟（MAIZALL）として４月２２日の提案にきわめて深刻な懸念を有しているとし，GMO
の食料・飼料の「使用」の定義をより明確にするよう求めている。 
 
4) 関係委員会及び本会議での票決 

 
2015 年 9 月 3 日に行われた欧州議会農業委員会は，EPP(欧州人民党)所属のドイツの議

員の「欧州委員会草案は拒否すべき」という意見を投票に付し，投票結果は，賛成 28 票，

反対 8 票，棄権 6 票で，可決した。これにより，GMO の食品・飼料に関する規則 1829/2003
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を改正する欧州委員会草案は実質的に否決された。  
欧州委員会提案に農業委員会が反対する理由は， 

① EU の統一市場は，一部の恣意的な政治的決定により歪められるべきではない。 
② EU は GMO の畜産飼料の輸入に依存しており，それが禁止されれば生き残れない多く

の産業分野がある， 
というものである(20)。 
この 9 月 3 日の農業委員会の拒否に続き，本件を主管する欧州議会環境委員会が 10 月

13 日に議決をし，賛成 3 票，反対 47 票，棄権 5 票で反対の議決をした(21)。 
このように，EU 統一市場構想を崩すことへの抵抗感は，飼料業界の存立懸念とともに，

欧州議会には根強いものがある。 
 最終的に，この加盟国単位で GMO 食料・飼料の輸入等を禁止することができる，という

欧州委員会の提案は，2015 年 10 月 30 日の欧州議会本会議において，投票に付され，大差

（反対 577 票，賛成 75 票，棄権 38 票）をもって否決された(22)。 
 
5. GMOと慣行栽培，有機栽培との共存政策 
 
 EU で栽培が承認されている GMO 作物はわずかであるが，国民の間に GMO に対する忌

避感が強いことも背景として，GMO と非 GMO との共存方策の必要性が認識されている。 
2003 年 7 月の EU 閣僚理事会で，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC

の一部改正が行われ，第 26 条 a として，以下の条文が追加された(23)。 
 26 条 a 非意図的な GMO の混入を回避するための措置 

   1 加盟国は，他の製品への GMO の非意図的な混入を回避するため，適切な措置を

講ずることができる。 
   2 欧州委員会は，EU 及び各国における研究に基づく情報を収集・整理するととも

に，加盟国における共存に関する展開を注視し，そして，収集された情報等に基づき，遺伝

子組換え作物と慣行栽培作物及び有機栽培作物との共存に関するガイドラインを策定する。 
 
 この条項は，GMO をめぐる共存方策の策定については，各加盟国に権限があることを意

味し，欧州委員会の役割は，各国の共存政策に関する情報収集とガイドラインの策定に限定

されることを示すものである。 
 
 同月に欧州委員会から公表された共存に関するガイドラインの主なポイントは次のとお

りである(24)。 
①  EU では，慣行農業，有機農業及び GMO を用いた農業のいずれも排除されてはならな

い。 
② 異なる農業生産システムを維持することは，消費者の選択の前提となる。 
③ 共存は，農業者が，表示の法的な義務に従って，慣行栽培，有機栽培，GMO 栽培のい
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ずれかを選択する 
④ 環境及び人間の健康を保護する共存の措置は，指令 2001/18/EC に従って，承認手続き

の最終的な同意に含まれる。 
⑤ 共存ガイドラインは，GMO 作物と非 GMO 作物との混交による経済的損失に対応する

ものであり，当該損失を最小限にするためのもっとも適切な管理措置を含む。 
⑥ EU 内では，農業構造，農法，経済的・自然的条件が極めて多様であり，効率的で費用

対効果に優れた共存方策は地域ごとに異なる。 
⑦ 共存方策は，各加盟国が策定し，実施されるべきものとする。 
⑧ 欧州委員会は，共存ガイドラインを策定することで，各加盟国の取組を支援する。 
⑨ 共存ガイドラインは，共存に関する各国の戦略及び最良の方策を展開する一般的な原

則と要素を示す。 
⑩ 本ガイドラインが公表されてから 2 年後に，欧州委員会は閣僚理事会及び欧州議会に

対して，各加盟国が GMO 作物と慣行農業・有機農業との共存のために採った施策から得ら

れた経験を報告する。 
 
以下では，EU 主要国の共存政策の状況についてとりまとめている Bodiguel L, et 

al(2010)の記述をもとにして，スペインとイタリアの例を見てみよう。スペインは，共存に

関する法制が整っておらず，該当するものとしては王室令の草案があるのみである。しかし

ながら，スペインは EU で最大の GMO 作物栽培国であることから，共存政策の必要性や

内容については検討が重ねられていると考えられること，王室令草案に共存政策を構成す

る各種項目が並べられその措置内容もある程度具体的に説明されているとともに，言及さ

れている環境団体等からの評価と合わせて主要な論点が揃っていることから，好例として

紹介したい。イタリアは，GMO 作物に反対する地域政府と中央政府との間で厳しい対立が

生じており，なお地域（市民）レベルで GMO への抵抗が大きいことを示す事例でもある。 
 
(1)スペイン(25)

 
1)  スペインの状況 

 
スペインでは，GMO 作物が 1998 年から導入されて栽培が広がっているのだが，現在の

ところ，農業のバイオテクノロジーを管理する法令は，GMO の閉鎖環境での利用，環境へ

の放出，及び市場での流通について規定する法律と，その実施のための王室令との 2 つだ

けである。GMO や GMO を含む製品の商業利用の承認，GMO や GMO 由来の製品の輸出

入の許可，それらの管理・監督といった事項は，国の行政部局が行い，自治州の役割は，GMO
の（市場に流通させることを除く）意図的な環境放出の承認だけとなっている。共存政策に

ついて，政府は法制化を図っているが未だ実現しておらず，2006 年にまとめられた王室令

の草案が政府の方針を示している。 
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（反対 577 票，賛成 75 票，棄権 38 票）をもって否決された(22)。 
 
5. GMOと慣行栽培，有機栽培との共存政策 
 
 EU で栽培が承認されている GMO 作物はわずかであるが，国民の間に GMO に対する忌

避感が強いことも背景として，GMO と非 GMO との共存方策の必要性が認識されている。 
2003 年 7 月の EU 閣僚理事会で，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC

の一部改正が行われ，第 26 条 a として，以下の条文が追加された(23)。 
 26 条 a 非意図的な GMO の混入を回避するための措置 

   1 加盟国は，他の製品への GMO の非意図的な混入を回避するため，適切な措置を

講ずることができる。 
   2 欧州委員会は，EU 及び各国における研究に基づく情報を収集・整理するととも

に，加盟国における共存に関する展開を注視し，そして，収集された情報等に基づき，遺伝

子組換え作物と慣行栽培作物及び有機栽培作物との共存に関するガイドラインを策定する。 
 
 この条項は，GMO をめぐる共存方策の策定については，各加盟国に権限があることを意

味し，欧州委員会の役割は，各国の共存政策に関する情報収集とガイドラインの策定に限定

されることを示すものである。 
 
 同月に欧州委員会から公表された共存に関するガイドラインの主なポイントは次のとお

りである(24)。 
①  EU では，慣行農業，有機農業及び GMO を用いた農業のいずれも排除されてはならな

い。 
② 異なる農業生産システムを維持することは，消費者の選択の前提となる。 
③ 共存は，農業者が，表示の法的な義務に従って，慣行栽培，有機栽培，GMO 栽培のい
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2) 共存に関する 2006年の王室令草案 

 
欧州委員会の 2003 年の共存に関するガイドラインに基づくもので，全 12 条と，付属書

から成る。草案の目的は， GMO 作物と非 GMO 作物の混交により生じる経済的影響や波

紋に対処し，EU の定める混入の閾値を守るための最も適切な管理を実施することである。

スペインでは，自治州が，一般的に農業に関して権限を有するが，草案は，経済的戦略，健

康，環境保護に関する大枠を定める法律を作る権能を国家に与えるという憲法第 149 条第

１項 13a，16a，23a に基づき，国として統一された規則を設けるものである。健康等の問

題については，その重要性に鑑みて，17 の自治州ごとで異なる制度になることを避ける必

要があるためである。 
 
（ⅰ）目的及び範囲 

 
第 1 条は，共存とは，農業者が慣行作物，有機作物，GMO 作物を選択できる可能性を確

保することである，と定義する。 
第 2 条は，王室令の適用対象を，EU の法令の下で承認され，その生産が他の栽培に影響

を与える可能性のある植物品種に限っている。 
 
 （ⅱ）農業者の義務，共存措置，及びそれらの実施 

 
第 3 条は，EU の食料・飼料に関する規則が定める表示の閾値を遵守するとする一方，混

入割合が 0.1%未満の場合，「GMO を含まない」と表示することを認めている。なお，EU
の有機生産に関する規則 834/2007 は，一般的閾値である 0.9%までの偶発的な混入であれ

ば，承認された GMO が含まれていても，「有機」と表示することを認めている。 
第 4 条第 1 項は，共存を保証するため，播種，栽培，収穫，輸送，貯蔵に関して生産上の

条件を設けることができること，及び，近隣農家間での協力を規定している。第 2 項は，

GMO を生産する農業者は，花粉の飛散を抑制する適切な措置を講じなくてはならない，と

する。その措置に関しては， GMO 作物として唯一承認されているトウモロコシについて

付属書Ⅱが，別の作物が承認された場合について他の付属書が規定している。第 1 項と異

なり，これらの規定は，義務的なものと見られるが，付属書Ⅱが規定する具体的内容は生産

者にとってさほど重荷となるものではなく，GMO トウモロコシと非 GMO トウモロコシの

間に 220ｍ以上の隔離距離をおくこと，GMO トウモロコシの周囲には少なくとも 4 畝の非

GMO トウモロコシを作付けて緩衝地帯とすること（この非 GMO トウモロコシは，GMO
と表示しなければならない），開花時期をずらすこと，播種中及び播種後に機器を洗浄する

こと，輸送・乾燥・貯蔵の際に GMO と非 GMO を分別することである。 
第 5 条は，共存に関する一般的な義務を規定する。第一に，生産者は，GMO 生産を開始
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する１ヶ月前に，書面で隣接の農家及び隔離距離内の農家に通知する。第二に，自治州の監

督当局に対して播種の１ヶ月前に通知する。付属書Ⅰは，これらの通知の際に，品種，遺伝

子組換えの内容，播種の場所と面積，農業者が共存のために講じる措置のデータを示すもの

としている。第三に，農業者は，純度と品質を保証するため，公的に管理されている種子を

使用する。第四に，農業者は，種子の包装に付された GMO の表示を５年間保存し，作物の

販売先等に，品種，遺伝子組換えの内容，GMO の識別番号を書面で通知する。第五に，適

正農業工程を実施する。第六に，農業者は，共存に関する措置の実施に当たって生じた問題

を，関係の自治州の監督当局に報告する。最後に，GMO を栽培している農業者は，モニタ

リングのために必要な査察，管理，サンプル採取，情報収集に，全面的に協力する。 
第 6 条が GMO の種子等を生産，販売する会社や個人に対して規定する義務は，農業者

に課された義務とは対照的に，極めて軽い。唯一の義務は，農業者へ販売する際に，EU の

法令により義務づけられた共存とトレーサビリティの制度を遵守するために必要な情報を

書面で提供することである。 
第 7 条は，GMO 作物の栽培，共存のための行動，表示義務についての知識を高めるため

に，当局が農業者への相談，教育訓練を行うことを規定している。 
第 8 条は，農業者間の合意について規定する重要な条項であり，スペイン政府の共存枠

組みについての考え方を特徴付けている。例えば一定の場所で GMO 作物を栽培しないこ

とを約束するなど，同一の地理的区画内の農業者が共存に関する協定を締結すると，それは，

付属書Ⅱが規定するトウモロコシに関する措置に優先し，付属書の各種の義務的措置を回

避できる。なお，協定違反の場合に訴訟を起こせるのかといった，協定の法的性格や効力の

範囲などが不明確である。また，対立する多様な利害のもと，GMO，非 GMO，有機栽培が

混在している地域において農業者間で協定を締結するのは，難しいのが現実ではあろう。 
第9条は，トウモロコシについて，隣地が別種の作物の場合と区域内の作物の全部がGMO

である場合は，第 4 条の付属書Ⅱの措置の例外としている。  
 
 （ⅲ）公的機関によるモニタリング及び管理 

 
第 10 条は，農業・漁業・食料省に，環境省とともに，自治州からの提案も考慮に入れて，

毎年，監督・管理計画を策定することを義務づける。国レベルの監督・管理計画に従い，自

治州は GMO を播種した圃場を検査しなければならない。この検査で，第一に作物を栽培し

ている間，共存の規則を遵守しているか，第二に収穫段階において，機械の適切な使用と作

物の分別が行われているか，について確認する。異なる生産方式のものは貯蔵も取り扱いも

別にして，輸送中に交雑が生じないようにしなければならない。監督・管理計画には，適切

な管理，試験，GMO 作物の近隣の農地及び耕作されていない土地に GMO が偶発的に混入

していないかのモニタリングを行い，共存措置の有効性を評価することも含まれている。  
第 11 条により，自治州は，農業者が提出したデータすべてを，GMO 作物を作付けた土

地の台帳に記載するとともに，モニタリングや管理に関する情報及び農業者から報告され
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た共存に関する措置の実施に当たって生じた問題の情報と合わせて，農業・漁業・食料省に

報告しなければならない。 
第 12 条により，食料・漁業・食料省は，環境省とともに，自治州が行ったモニタリング

と評価の結果についての年次報告を作成し（この報告書は，欧州委員会に送付される），自

治州からの報告を「国家バイオ警戒委員会」に送付する。 
 
 （ⅳ）共存規則の違反 

 
王室令草案自体には強制力のある措置が無く，共存違反についての罰則は，種子・種苗・

植物遺伝子の資源に関する 2006年 7月 26日の法律 30/2006に基づいて科される。ただし，

同法の適用範囲は狭く，特に共存規則の焦点である農畜産の行為を対象としていない。 
 
3）有機団体，環境団体等からの反応 

  
スペインの一部の有機団体，農業者団体等は，王室令草案は，極めて不備だと考えている。 
まずは，0.1％か 0.9％かを問わず，閾値そのものが共存の仕組みと相容れないという批判

である。閾値を容認する王室令草案は，混入の危険を防ぐどころか，慣行農業，有機農業に

一定水準の GMO が混じることを問題なしとして許容しているのが問題だとする。しかし

ながら，欧州委員会の 2003 年のガイドラインは，混入を「必ずしも皆無にする必要は無い」

としているのであって，EU が達成することを求めているのは，偶発的混入を特定の許容水

準以下にとどめることであるから，王室令草案は EU の法令と整合している。 
次に，混入は，すべての食料チェーン（収穫，輸送，貯蔵，加工，販売）に影響を与えう

るものであり，共存の仕組みが失敗すれば第三者が汚染リスクにさらされるにもかかわら

ず，農業生産をはじめ各段階において，混入を最小限にする点に関して王室令草案は不十分

であるとの批判である。例えば，トウモロコシの場合，トウモロコシの花粉はもっと広く飛

散することがあるため，隔離距離を 220ｍとする草案の既定は不十分と指摘される。付属書

Ⅱで，自治州の監督当局が，隔離距離に替えて，隣接するトウモロコシが同時に開花しない

ように播種の時期をずらす方式をとることを認めていることも，混入リスクを軽減する効

果がより小さい措置を許すものとして，批判されている。環境団体は，義務的な規制の範囲

が広くないこと，第 8 条で農業者間の協定によって義務的な措置を回避できること，第 9 条

により規制の例外を認めていること，を批判し，付属書Ⅱに規定していることをすべて義務

化すべきであり，さもなければ，既に野外試験がトウモロコシ，綿花，米，じゃがいも，サ

トウキビ，トマトと拡大しているスペインで，有機農業を保全するのが困難と考えている。 
さらに，草案が，「GMO 禁止」区域について何も言及せず，保全地域やその隣接地域で

GMO 栽培を禁止・制限することにも言及していないことが指摘されている。スペインの環

境団体は，GMO 禁止区域を設けることを主張している。しかし，欧州委員会は，意図的な

環境放出に関する指令の第 26 条 a により，「GMO 禁止」区域は違法である，としており，
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欧州委員会の 2003 年のガイドラインも，「そのような措置は，共存を確保し難い特定の作
物にのみ適用され，その地理的な範囲は可能な限り制限されなければならない」と規定して

いる。それでも，アストリア，バスク，バレアリックス，カナリーといった自治州は，「GMO
禁止」区域を宣言している状況だが，王室令草案はそのよりどころとはならない。  
なかでも，最も批判が強いと思われるのが，慣行農業や有機農業に，許容された閾値を超

える GMO が混入することにより損害を生じさせる責任に関して，何も規定されていない
ことである。草案には，誰が責任を負い，被害を受けた農業者がどのように補償されるかが，

全く規定されていない。管理措置により混入が減少しても，混入を完全に無くすわけではな

いから，損害が生ずるのは不可避であるが，経済的損失の補償についての仕組みは設けてお

らず，賠償責任保険や賠償基金を要請するような規定もない。環境団体や農業者団体の一部

は，意図的に環境に放出する承認を得ている者（種子生産者）に対し，経済的損失や健康や

環境への悪影響についての民事上の責任を負わせる仕組みが必要であると訴え，政府に対

し，責任に関する規則を草案に盛り込むよう要求しているが，現時点で種子会社は，補償責

任を負うことなく，製品を販売して利益をあげ続け，スペインの法令の枠組みはこの問題を

解決できていない。 
 
(2) イタリア(26) 

 

1) イタリアの状況 

 
共存の問題に関しては，中央政府と地域政府との間で権限や法制度を巡る大きな争いが

生じ，争いは，共存の原則そのものにまで及んだ。多くの地域政府が，市民間の議論を十分

に深めないまま，「GMO禁止」を法律で宣言して，喝采を受けている。例えば，2005年の
共存に関するフィレンツェ憲章には，エミリア・ロマーニャ地方政府，ラツィオ地方政府，

マルシェ地方政府，サルディニア地方政府，トスカーナ地方政府，ボルザーノ州政府が署名

した。争いの背景には，共和国イタリアが州，大都市圏など各種の地域政府から成っており，

1970年代以後，徐々に地域政府の力が強まってきたことがある。地域政府はもはや中央政
府の出先ではなく，その地域内で完全な効力を持つ法令を制定できる。全部で 20の地域政
府があり，そのうちの五つが特に力が強い。 
憲法第 117 条の制定当時の条文では，農業を，地域政府の権限下に置いているのに対し

て，（第 9条で景観の保全を憲法上の基本原則としてはいるものの）環境については，憲法
で何ら言及していなかった。ところが，2001 年の大幅な憲法改正により，GMO の規制に
も影響が生じた。改正後の第 117条では，環境の保護は，国が排他的な権力を有する事項に
含まれるが，農業は，地域政府が排他的権力を有する事項とされている。GMO の問題は，
環境と農業の両者に関係するので，EUの方針に忠実であろうとする中央政府と GMO禁止
を宣言したがる地域政府との間で争いが起こるのである。 
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た共存に関する措置の実施に当たって生じた問題の情報と合わせて，農業・漁業・食料省に

報告しなければならない。 
第 12 条により，食料・漁業・食料省は，環境省とともに，自治州が行ったモニタリング

と評価の結果についての年次報告を作成し（この報告書は，欧州委員会に送付される），自

治州からの報告を「国家バイオ警戒委員会」に送付する。 
 
 （ⅳ）共存規則の違反 

 
王室令草案自体には強制力のある措置が無く，共存違反についての罰則は，種子・種苗・

植物遺伝子の資源に関する 2006年 7月 26日の法律 30/2006に基づいて科される。ただし，

同法の適用範囲は狭く，特に共存規則の焦点である農畜産の行為を対象としていない。 
 
3）有機団体，環境団体等からの反応 

  
スペインの一部の有機団体，農業者団体等は，王室令草案は，極めて不備だと考えている。 
まずは，0.1％か 0.9％かを問わず，閾値そのものが共存の仕組みと相容れないという批判

である。閾値を容認する王室令草案は，混入の危険を防ぐどころか，慣行農業，有機農業に

一定水準の GMO が混じることを問題なしとして許容しているのが問題だとする。しかし

ながら，欧州委員会の 2003 年のガイドラインは，混入を「必ずしも皆無にする必要は無い」

としているのであって，EU が達成することを求めているのは，偶発的混入を特定の許容水

準以下にとどめることであるから，王室令草案は EU の法令と整合している。 
次に，混入は，すべての食料チェーン（収穫，輸送，貯蔵，加工，販売）に影響を与えう

るものであり，共存の仕組みが失敗すれば第三者が汚染リスクにさらされるにもかかわら

ず，農業生産をはじめ各段階において，混入を最小限にする点に関して王室令草案は不十分

であるとの批判である。例えば，トウモロコシの場合，トウモロコシの花粉はもっと広く飛

散することがあるため，隔離距離を 220ｍとする草案の既定は不十分と指摘される。付属書

Ⅱで，自治州の監督当局が，隔離距離に替えて，隣接するトウモロコシが同時に開花しない

ように播種の時期をずらす方式をとることを認めていることも，混入リスクを軽減する効

果がより小さい措置を許すものとして，批判されている。環境団体は，義務的な規制の範囲

が広くないこと，第 8 条で農業者間の協定によって義務的な措置を回避できること，第 9 条

により規制の例外を認めていること，を批判し，付属書Ⅱに規定していることをすべて義務

化すべきであり，さもなければ，既に野外試験がトウモロコシ，綿花，米，じゃがいも，サ

トウキビ，トマトと拡大しているスペインで，有機農業を保全するのが困難と考えている。 
さらに，草案が，「GMO 禁止」区域について何も言及せず，保全地域やその隣接地域で

GMO 栽培を禁止・制限することにも言及していないことが指摘されている。スペインの環

境団体は，GMO 禁止区域を設けることを主張している。しかし，欧州委員会は，意図的な

環境放出に関する指令の第 26 条 a により，「GMO 禁止」区域は違法である，としており，
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 2) 地方の法制と憲法裁判所の最初の判断 

 
2003年の欧州委員会のガイドラインが出ると，法律上の紛争が始まり，いくつかの地域

政府が GMO禁止を宣言した。特に，小規模農家の組合が強いプーリアとマルシェが，違反
した場合には農場経営に対する地域政府からの財政的な援助を打ち切るという罰則付きで，

GMO使用を禁止した。中央政府は，これらの地域政府の措置を提訴し，GMOの取引は意
図的な環境放出に関する指令の実施の一環として中央政府の権限に服するものであるから，

地域政府の措置は憲法第 117 条に違反する，また，ある地域において GMO 全部を禁止す
ることは中央政府の法令と矛盾する，と主張した。これに対して憲法裁判所は形式論による

判断を下した。すなわち，地域の措置は，プーリアとマルシェ内に住む業者のみが対象であ

り農業生産分野に限定されているから，意図的な環境放出に関する指令第 22 条及び第 23
条（市場への流通に関する規定）は提訴の根拠とはならない，としたのである。 
 
 3) 国家の法制 

 
憲法裁判所への提訴と同時に，環境大臣ではなく農業大臣の主導で，中央政府は共存の制

度を確立することを図った。EUの法令と矛盾する GMO禁止地域を設ける地域政府の措置
が蔓延するのを防ぐことを目的として，国の法律 No279/2004 が提案され，議会で，11 時
間の審議を経て大差で可決された。反対派の大部分は棄権し，緑の党のみがもっと規制の強

いものにすることを主張しつつ反対を続けた。 
この法律の重要な点は，共存のルールを決定する際に，地域政府が大きな役割を果たすこ

とを認めたことである。（フィレンツェ憲章の署名者ではあるが）GMO 禁止地域を宣言し
なかったエミリア・ロマーニャ地方政府のような，穏健な地域政府の立場を受け入れたので

ある。GMO作物は国内全域にわたり合法と見なされるべきであるが，他の農業形態を侵害
すべきではない，という考え方が採られている。政府の法律は，第 1条で GMOを使う農業
を定義し，第 2条で，GMOの導入により有機農業や慣行農業に損害を生じてはならないと
いう共存の一般的な原則を打ち立て，また，農業者，取引業者，消費者は，GMOと非 GMO
の生産を選択する自由を享受すべきであり，したがって，GMOの食料チェーンは完全に分
離しなければならいないと規定する。第 3 条では，中央政府の定める法的枠組みを地域政
府は尊重するものと規定するが，第 4条では，地域政府には，GMO作物を一定の境界内に
留めるための技術的規則を含む，独自の共存計画を策定する権利があるとしている。他方，

共存計画の承認期限は明確に定められていない。中央政府が正式に禁止措置を終結して，以

前の状態を継続させるために，意図的に期限をあいまいにしたとも受け取れるのである。 
 いくつかの地域政府は，この折衷的な法律に反対した。実質的な理由は，GMOには絶対
反対であり共存など考慮する余地はないから「GMO禁止」地域を宣言するしかない，とい
うことである。また，形式的な理由は，議会での法律の審議過程で，議論の大半が農業関係

であって，公衆の健康や環境についてあまり注意が向けられなかったことである。農業であ
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れば地域政府の権限のもとにあることを，憲法裁判所に提訴する根拠とした。 
 
 4) 憲法裁判所の第二の判断 

 
憲法裁判所での最初の争いの際にも主要関係者の一つであったマルシェ地方政府が，新

たな法律は憲法違反であると訴えた。前回は被告だったが，今回は，国の法律を無効にする

ことを求める原告の立場である。提訴の理由は幾つかあり，例えば，憲法に従い，国は地域

政府間の合意を尊重しなければならないところ，それを否定するような国の法律を作るこ

とは，権力の濫用であって憲法第 117 条違反になると主張した。さらに，中央政府の法律
は，農業に関する法令を作成する地域政府の権限を侵害するとも指摘した。 
 国の弁護士は，意図的な環境放出に関する指令が，予防原則の措置を講じたうえで GMO
を自由に流通させる原則を確立したので，イタリア政府は，環境の保護を目的としつつ，

「GMO禁止」地域を宣言する地域政府の法令の効力を制限する法律を策定する義務がある，
と反論した。国は，環境に関し排他的な権限を有しているのであり，また，食料及び健康に

関する事項のように，憲法が国と地域政府に同様の権限を付与している場合であっても，国

の法律は一般的な法的枠組みを成し，地域政府レベルでの規則はそれを補足するにすぎな

いことには明らかだ，とした。 
 憲法裁判所は，次のような新たな判断を下した。意図的な環境放出に関する指令は GMO
の意図的な放出に由来する環境・健康への懸念に対処する規制を行うに当たっての法的な

基礎を形成していること，それと対照的に欧州委員会の 2003年のガイドラインは，前文で
「本文書が対象とする共存の問題は，GMOと非 GMOの混交による潜在的な経済的損失及
び影響である」としており，経済的な結果を指向していること，が指摘できる。また，中央

政府が共存に関する原則を確認する正当な権限を持つことも認められる。しかしながら，そ

の原則を現場に適用する段階での詳細な規則は，農業の管理に関わるものであるため，地域

が扱う事項であると考えられる。したがって，中央政府の法律の第 1 条及び第 2 条は合憲
であるが，共存管理計画については，地域政府の排他的な権限の下にあるものと認められる。

中央政府の法律の問題点は，第 4 条が地域政府の役割を当該地域の管理計画に限定してい
る一方で，第 3 条が中央政府に法的枠組みを作る権限を与えていることである。この 2 条
の規定は，憲法がイタリアの地域の多様性を鑑みて地域に独自の農業法令を制定する権利

を認めていることと矛盾する。 
 この判断の結果，法的な混乱が生じている。地域政府は，自らの管理規則を策定できるも

のの，共存に関する一般的な原則を遵守しなければならず，「GMO 禁止」は規定できない
とされた。それでも，いくつかの地域政府は GMO禁止を主張し続けている。地域政府と中
央政府との間で複雑化していく権限争いに対し，一般大衆は興味を失いつつある。今のとこ

ろ，イタリア政府は，嫌がる地域政府に共存の規制を押しつけることができず，事実上の禁

止措置が確立しているが，状況は今後も変わるかもしれない。2010 年 1 月 19 日，国家評
議委員会は，決定 No183により，農業省は，フリウリ地方の農業者が GMOトウモロコシ
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憲法裁判所への提訴と同時に，環境大臣ではなく農業大臣の主導で，中央政府は共存の制

度を確立することを図った。EUの法令と矛盾する GMO禁止地域を設ける地域政府の措置
が蔓延するのを防ぐことを目的として，国の法律 No279/2004 が提案され，議会で，11 時
間の審議を経て大差で可決された。反対派の大部分は棄権し，緑の党のみがもっと規制の強

いものにすることを主張しつつ反対を続けた。 
この法律の重要な点は，共存のルールを決定する際に，地域政府が大きな役割を果たすこ

とを認めたことである。（フィレンツェ憲章の署名者ではあるが）GMO 禁止地域を宣言し
なかったエミリア・ロマーニャ地方政府のような，穏健な地域政府の立場を受け入れたので

ある。GMO作物は国内全域にわたり合法と見なされるべきであるが，他の農業形態を侵害
すべきではない，という考え方が採られている。政府の法律は，第 1条で GMOを使う農業
を定義し，第 2条で，GMOの導入により有機農業や慣行農業に損害を生じてはならないと
いう共存の一般的な原則を打ち立て，また，農業者，取引業者，消費者は，GMOと非 GMO
の生産を選択する自由を享受すべきであり，したがって，GMOの食料チェーンは完全に分
離しなければならいないと規定する。第 3 条では，中央政府の定める法的枠組みを地域政
府は尊重するものと規定するが，第 4条では，地域政府には，GMO作物を一定の境界内に
留めるための技術的規則を含む，独自の共存計画を策定する権利があるとしている。他方，

共存計画の承認期限は明確に定められていない。中央政府が正式に禁止措置を終結して，以

前の状態を継続させるために，意図的に期限をあいまいにしたとも受け取れるのである。 
 いくつかの地域政府は，この折衷的な法律に反対した。実質的な理由は，GMOには絶対
反対であり共存など考慮する余地はないから「GMO禁止」地域を宣言するしかない，とい
うことである。また，形式的な理由は，議会での法律の審議過程で，議論の大半が農業関係

であって，公衆の健康や環境についてあまり注意が向けられなかったことである。農業であ
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を栽培することを 90日以内に承認すべきであると宣言した。このため，今後，中央政府は
農業法典の一部改正法案などを提出するだろうが，議会で可決されるかは定かでない。 
 
6. スペインにおける GMO生産の状況等について 

  
 (1) スペイン往訪 

 
EUは，GMO食品に対する抵抗感，忌避感が非常に強い地域である。2010年に 26,671
人を対象に行われた Eurobarometerという世論調査では，EUにおいて遺伝子組換え
（GMO）食品について反対する者が，61％とかなり高い割合となった。また，基本的に
自然なものではない(70%)，家族の健康に安全ではない(57%)，将来の世代にとっても安全
ではない（58%），利益を享受する人間もいるが他の人間にリスクを与える(57%)，という
回答も過半を占めている。 
 しかしながら，その中で，スペインは，一カ国で EU全体の遺伝子組換え（GMO）作
物栽培のうちの 92%を占めている。この背景等をさぐるため，筆者は，2015年 10月 19
日から 23日まで，スペインの政府機関，研究所，種子会社の団体，農協を訪れ，カタル
ーニャ州のリエダ県にあるトウモロコシ農場を視察した。また，2015年 4月 22日に欧州
委員会から提案された「加盟国単位で，GMO作物の輸入等を拒否できる」という趣旨の
GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003の改正案をめぐる状況及び加盟国としての反
応についても聴取してきた。 
 
 (2) スペインの Btトウモロコシの生産状況等 

 
 まず，スペインの Btトウモロコシの生産状況等を概観しておこう(27)。 
 EU で栽培することが許可されている GMO 作物の品種は，Bt トウモロコシと言われる
もののうち European Corn Borer（アワノメイガの幼虫）という害虫に抵抗性のある
MON810だけであるが，モンサント社が開発したこの GMO作物がスペインで栽培され始
めたのは，1998 年のことであった。米国において GMO 作物が商業化されたのは 1996 年
であるから，そのわずか 2年後のことである。 

EUの GMOトウモロコシ（MON810）の生産面積は，143,474haであるが，このうち，
92%をスペインが担っている。スペインは，Btトウモロコシを 1998年から 16年間栽培し
続けてきた。当初は，国内のトウモロコシ面積 350,000ha のうち，22,317ha であったが， 
2013年には 136,962ha，2014年には 131,538ha で Bt トウモロコシを栽培している(第 1
図参照)。非 GMOも含むトウモロコシ全体の栽培面積は，2013年 444,473ha，2014年の
416，690ha である。GMO トウモロコシの栽培面積割合は，2013 年で 31％，2014 年が
31.6%である。これらの Btトウモロコシは人の食用ではなく，飼料用として流通するか，
農場で飼料として使用されている。2014 年における Bt トウモロコシの主要な産地は，ア
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ラゴン州（54,040ha）であり，そこでの栽培面積割合は 68%であった（2013 年は 73%）。
次いで，カタルーニャ州（36,381ha）であり，栽培面積割合は，87%（2013年は 82%）で
ある（第 2図参照）。 
これらの地域は，エブロ地域と言われているが，農業・食料・環境省を往訪し，GMO
トウモロコシの生産が盛んな理由を聞いたところ，エブロ地域は昔からアワノメイガの幼

虫の被害が多いところであり，この品種を栽培することにより，収穫量が増えることから

農業者がこの品種を望んだものであり，それ以外の政治的な理由などはないであろう，と

の回答であった 
       ha 

 
第 1図 スペインにおける Btトウモロコシの栽培面積 

    注．James, C. (2014)から筆者作成． 
 
       ha                           ％ 

 
第 2図 各自治州の Btトウモロコシ栽培面積等 

         注．James, C. (2014)から筆者作成． 
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を栽培することを 90日以内に承認すべきであると宣言した。このため，今後，中央政府は
農業法典の一部改正法案などを提出するだろうが，議会で可決されるかは定かでない。 
 
6. スペインにおける GMO生産の状況等について 

  
 (1) スペイン往訪 

 
EUは，GMO食品に対する抵抗感，忌避感が非常に強い地域である。2010年に 26,671
人を対象に行われた Eurobarometerという世論調査では，EUにおいて遺伝子組換え
（GMO）食品について反対する者が，61％とかなり高い割合となった。また，基本的に
自然なものではない(70%)，家族の健康に安全ではない(57%)，将来の世代にとっても安全
ではない（58%），利益を享受する人間もいるが他の人間にリスクを与える(57%)，という
回答も過半を占めている。 
 しかしながら，その中で，スペインは，一カ国で EU全体の遺伝子組換え（GMO）作
物栽培のうちの 92%を占めている。この背景等をさぐるため，筆者は，2015年 10月 19
日から 23日まで，スペインの政府機関，研究所，種子会社の団体，農協を訪れ，カタル
ーニャ州のリエダ県にあるトウモロコシ農場を視察した。また，2015年 4月 22日に欧州
委員会から提案された「加盟国単位で，GMO作物の輸入等を拒否できる」という趣旨の
GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003の改正案をめぐる状況及び加盟国としての反
応についても聴取してきた。 
 
 (2) スペインの Btトウモロコシの生産状況等 

 
 まず，スペインの Btトウモロコシの生産状況等を概観しておこう(27)。 
 EU で栽培することが許可されている GMO 作物の品種は，Bt トウモロコシと言われる
もののうち European Corn Borer（アワノメイガの幼虫）という害虫に抵抗性のある
MON810だけであるが，モンサント社が開発したこの GMO作物がスペインで栽培され始
めたのは，1998 年のことであった。米国において GMO 作物が商業化されたのは 1996 年
であるから，そのわずか 2年後のことである。 

EUの GMOトウモロコシ（MON810）の生産面積は，143,474haであるが，このうち，
92%をスペインが担っている。スペインは，Btトウモロコシを 1998年から 16年間栽培し
続けてきた。当初は，国内のトウモロコシ面積 350,000ha のうち，22,317ha であったが， 
2013年には 136,962ha，2014年には 131,538ha で Bt トウモロコシを栽培している(第 1
図参照)。非 GMOも含むトウモロコシ全体の栽培面積は，2013年 444,473ha，2014年の
416，690ha である。GMO トウモロコシの栽培面積割合は，2013 年で 31％，2014 年が
31.6%である。これらの Btトウモロコシは人の食用ではなく，飼料用として流通するか，
農場で飼料として使用されている。2014 年における Bt トウモロコシの主要な産地は，ア
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現在，MON810の品種で，200以上のハイブリッドが商業的に栽培されている。2002年
までは，COMPA CB という種類が害虫抵抗性のあるものとして使用されていた。200種
類程度登録されているMON810のハイブリッドのうち，30から 40種類が 2013年に栽培
された。 
スペイン政府は，暫定的に，Bt トウモロコシによる農業者の所得の増加を 1998 年から

2013年までの間に，206百万ドルと見積もっている。また，2013年単年では 29百万ドル
と見積もっている。 

Btトウモロコシを栽培するスペインの農業者には，非GMOトウモロコシ栽培に比べて，
平均して 6%の単収増加と haあたり 112ドルの粗利益増加が見られる。 
スペインでは，Bｔトウモロコシは，全体の 3 分の 1 まで栽培面積が増える潜在力があ
り，国全体では 13百万ドルから 18百万ドルまで利益があがると見られている。 

 
2011 年に行われたカタルーニャ州とアラゴン州の農業者 200 人を対象にした調査では，

2011年に GMO トウモロコシを栽培した農業者のうち 95%程度が 2012 年にも再び GMO
トウモロコシを栽培すると回答している。また，現在 EUで承認されているのは，害虫抵抗
性の 1 種類の形質のものだけだが，農業者は，害虫抵抗性と除草剤耐性の二つの形質のも
のを望んでいる。2004年 11月には，除草剤耐性のNK603トウモロコシが輸入の承認を受
けたが，EU内での栽培については未承認である。これが栽培承認を受ければ，スペインに
おいて広く生産されることが予想される。 
 スペインでは，飼料が不足しており，そのため，農業者には，革新的でコストの効果があ

る技術を用いて，生産性を向上させ，競争力をつけたいというインセンティブがある。スペ

インにおける GMOトウモロコシの今後の展開は，Btトウモロコシの栽培面積の継続的な
増加，新たな形質のものの承認，特に，共存に関する進歩的かつ寛容な政府の方針にかかっ

ているだろう。スペイン政府は，GMOトウモロコシは，従来のトウモロコシよりも環境に
優しいと主張し，農業バイテクをさらに進めるべきとしているところである。現に，スペイ

ンは，GMO作物の研究・開発においても EUにおけるリーダー的な地位にあり，EU全体
のうち，42%の野外試験を行っている。野外試験は，極めて慎重に管理され，国家バイオ安
全委員会によって承認のための審査と勧告がなされ，その後，政府による最終的な承認が行

われる。 
 
(3) カタルーニャ自治州リエダ県の視察 

 
カタルーニャ自治州のリエダ県にある約 18haの Btトウモロコシ畑を現地視察し，この
農場を，農家から管理委託されているクパーサという農業サービス会社から説明を聴取し

た。農家は，GMO，非 GMOの両者を作付けするのが通常だが，トウモロコシの播種は, 
3月から 4月にかけてが約半数，残りの半数は 5月から 6月にかけて行っているとのこと
であった。3，4月は，害虫が少ないことから播種する GMOの割合は約 30%であり，5，
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6月に播種するのは，害虫が多いことから，ほとんどが GMOであるとの説明であった。 
 GMOの種子の袋に，適正農業工程（good practice）のパンフレットが入っており，①
GMOを作付けない待避区（refuge）を設けること，②近隣で非 GMOトウモロコシを栽
培しているときには，花粉が飛散する時期をずらすこと，③収穫した機械は洗浄するこ

と，④倉庫に貯蔵するときには，GMOと非 GMOを分別すること等が指導されている。 
refugeは，全作付け面積の 20%とされ，これは，①他の作物を汚染しない，②害虫に抵

抗力がつかないようにして GMOの効果を維持すること，を目的としている。 
 種子の価格は，ha当たり 50ユーロ，GMOの方が高い一方で，収穫されるトウモロコ
シの価格は，GMOと非 GMOとではほとんど差はないが，GMOの場合，殺虫剤が不要
なので，コスト全体では非 GMOと同じくらいになる，とのことであった。 
 スペインには，45の種子会社で構成されている植物育種協会（ANOVE)という団体があ
る。種子の袋に入れる good practiceのパンフレットは，この ANOVEが作成したもので
ある。good practiceには，先に述べた事項以外にも，GMO畑と非 GMOの畑の距離を 50
ｍ程度以上離すことや，トレーサビリティ，表示についても定められているとのことであ

った。これらは，種子業界からの推奨事項であり，義務ではないが，ANOVEでは，毎
年，監査を行っている。監査人の報告では，90%くらい遵守されているとのことであっ
た。同席していたモンサント社の担当者によると，年に一回，農家にアンケートを行い，

EUの栽培許可を担当する部署に報告しており，このアンケートでみても，good practice 
は非常に良く実施されているとのことであった。なお，別途農業・食料・環境省から聴取

したところでは，GMO作物と有機作物との間の距離に関する新たな法規を準備している
とのことである。 
 また，栽培が開始されて以来 18年間， GMOに汚染されたなどの訴訟が非 GMO農家
から起きたことは一度もなく，2010年には環境大臣が国会答弁で共存についての問題が生
じていないことを強調したところであって，GMOと非 GMOとの共存は実現していると
考えている，との回答があったところである。 

 
(4) 欧州委員会の提案 

 
第 4節で言及したように，2015年 4月 22日に欧州委員会から「加盟国単位で GMOの

輸入や使用を禁止できる」との提案がなされていた（GMOの食品・飼料に関する規則
1829/2003の改正案）。EUとして輸入を認めた種類の GMOであっても，加盟国がそれぞ
れの判断で輸入禁止にできるというもので，特に米国からWTOに違反する等として厳し
く批判されていたところである。 
この提案についてスペイン農業・食料・環境省で聴取したところ，なお，欧州委員会で

議論を進めており，まもなく欧州議会で投票にかかるであろう，とのことであった。同省

としては，この提案が EUの共通市場化に亀裂を生じさせないかの分析及びWTO違反の
問題がないかの分析を欧州委員会に要求しており，その分析結果をまたなければ，態度を
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明らかにできないという立場をとっていた。ただ，スペインとしては，WTOと両立しな
いものと考えていること，及び欧州議会での投票で拒絶されるであろうとの見方も示され

た。（実際に，その後，2015年 10月 30日の欧州議会本会議における投票では，大差をも
って否決された。） 
 スペイン植物育種協会においてもこの問題について聞いてみたところ，やはり同様に，

輸入について，各国がばらばらの政策をとると，EUとしての統一市場が保たれなくなる
ので好ましいことではなく，また，各国単位で決定できるとなると，政権が変わるごとに

変更される可能性がある，との懸念が示されたところである。 
  
(5) 所感 

 
EU全体の約 92%の GMOを栽培しているスペインの基本的な立場は，「科学的な判断を

支持する」であり，この旨，農業・食料・環境省のホームページにも掲載されているとこ

ろである。政府の研究機関である農業・食料技術研究所のアンケートでも，特にヨーロッ

パでは，一般国民，農業者とも GMOに対する懸念が強く，85.8%のヨーロッパ人は，科
学的に問題がないと証明されない限り，GMOを導入すべきでない，と考えていることが
示された。このような市民の心配にこたえて，科学的に問題がないことを証明することが

我々の仕事である，との同研究所スタッフの言葉が印象的であった。 
 また，スペイン農協の担当者からは，個人的な見解と断りつつ，長期的にみて，干ばつ

に強い品種がでてくることを期待している，水をあまり消費しないトウモロコシ，小麦，

大麦の品種が開発されれば，スペインでも導入したいと考えている，しかし，GMOは，
過去 20年以上，イノベーションがなく，停滞してしまっている技術だと思う，との言葉
があった。今後，果たして小麦等の人の食用作物での GMOの開発・実用化がどのように
進むのか，また，栽培は広がるのか，考えさせられるところがあった。 
  

7. おわりに 

 

 EUの GMOに関する規制は，包括的かつ厳しく，その枠組みは，主に三つの指令及び規
則からなりたっている。それらは，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC，
GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003，GMOの表示及びトレーサビリティに関する
規則 1830/2003である。 
 GMOの意図的な環境放出に関する指令は，野外試験と市場への流通の各場合の手続きを
定めているが，前者には，各加盟国にかなりの権能を与えており，市場への流通の場合の手

続きが EUレベルに重点を置いているのと対照的である。 
 食品・飼料に関する規則では，①食品・飼料の原料として GMOを使用する場合，②GMO
を含む，GMOにより構成される，または GMOから製造された成分を食品・飼料に使用す
る場合，③GMOから製造された食品・飼料を使用する場合，に承認が必要とされる。承認
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は 10年間有効であり，更新も可能である。 
 表示及びトレーサビリティに関する規則は，市場のすべての段階において承認された

GMOの表示・トレーサビリティを確保する措置を講ずるという加盟国への要請を詳細にし
たものである。 
 これら 3つの指令・規則によって，EUの GMOに関する規制の枠組みが構成されている
のである。 
 GMO の規制については，近年，改正の動きがある。2014 年 6 月，EU 環境閣僚理事会
は，EUが栽培承認した GMO作物の栽培を各加盟国ごとの判断で制限又は禁止できるよう
に，GMOの意図的な環境放出に関する指令 2001/18/ECを改正することに合意し，2015年
1月 13日の欧州議会でその改正について可決した。施行は，2015年 3月 11日である。こ
の改正に基づいて，19カ国が栽培拒否権を行使した。 
 さらに，GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003を改正して，加盟国がそれぞれの判
断で GMOの輸入や使用を禁止できるようにすることを欧州委員会が，2015年 4月 22日
に提案した。しかしながら，米国等が反対し，また，域内農業団体等からの反対もあり，2015
年 10月 30日の欧州議会本会議における投票では，大差をもって否決された。 
 2003年 7月に，GMOの意図的な環境放出に関する指令 2001/18/ECの一部が改正され，
加盟国は GMOと慣行栽培，有機栽培との「共存」政策を講ずることができる旨の条項が追
加された。欧州委員会の役割は，各国の共存政策に関する情報収集とガイドラインの策定に

限定され，共存方策の策定は，各加盟国の権限に委ねられている。 
 GMO 作物を栽培しているスペインの 2006 年の共存に関する法律草案と，GMO作物に
極めて厳しい態度をとっているイタリアの例は，加盟国によって共存政策が大幅に異なる

ことを示している。 
 本稿ではまた，筆者が 2015 年 10 月 19日から 5 日間往訪したスペインでの調査内容に
ついても言及した。 
 EUにおけるリスク評価は，欧州食品安全機関（EFSA）が担当しており，極めて厳しい
評価がなされているが，その後の承認に関する加盟国の動きはかなり政治的なものが見ら

れる。科学と政治の関係は EUだけでなく，各国国内，国際交渉・国際機関などにあっても
興味深く複雑な問題ではあるが，本稿ではこれに立ち入らず，主として政治的な側面，政策

の内容・過程等に主眼を置いた。 
 

注 

  

(1) Law Library of Congress 
(2) Karamitsios,Y(2006) 
(3) 中西(2012) 
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(5) この項の記述は，UK Government Guidance Notes pp.6-9を参考にした 
(6) この項の記述は，UK Government Guidance Notes pp.11-12を参考にした。 
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(8) EC (2014)

 

－142－ 
 

明らかにできないという立場をとっていた。ただ，スペインとしては，WTOと両立しな
いものと考えていること，及び欧州議会での投票で拒絶されるであろうとの見方も示され

た。（実際に，その後，2015年 10月 30日の欧州議会本会議における投票では，大差をも
って否決された。） 
 スペイン植物育種協会においてもこの問題について聞いてみたところ，やはり同様に，

輸入について，各国がばらばらの政策をとると，EUとしての統一市場が保たれなくなる
ので好ましいことではなく，また，各国単位で決定できるとなると，政権が変わるごとに

変更される可能性がある，との懸念が示されたところである。 
  
(5) 所感 

 
EU全体の約 92%の GMOを栽培しているスペインの基本的な立場は，「科学的な判断を
支持する」であり，この旨，農業・食料・環境省のホームページにも掲載されているとこ

ろである。政府の研究機関である農業・食料技術研究所のアンケートでも，特にヨーロッ

パでは，一般国民，農業者とも GMOに対する懸念が強く，85.8%のヨーロッパ人は，科
学的に問題がないと証明されない限り，GMOを導入すべきでない，と考えていることが
示された。このような市民の心配にこたえて，科学的に問題がないことを証明することが

我々の仕事である，との同研究所スタッフの言葉が印象的であった。 
 また，スペイン農協の担当者からは，個人的な見解と断りつつ，長期的にみて，干ばつ

に強い品種がでてくることを期待している，水をあまり消費しないトウモロコシ，小麦，

大麦の品種が開発されれば，スペインでも導入したいと考えている，しかし，GMOは，
過去 20年以上，イノベーションがなく，停滞してしまっている技術だと思う，との言葉
があった。今後，果たして小麦等の人の食用作物での GMOの開発・実用化がどのように
進むのか，また，栽培は広がるのか，考えさせられるところがあった。 
  

7. おわりに 

 

 EUの GMOに関する規制は，包括的かつ厳しく，その枠組みは，主に三つの指令及び規
則からなりたっている。それらは，GMO の意図的な環境放出に関する指令 2001/18/EC，
GMOの食品・飼料に関する規則 1829/2003，GMOの表示及びトレーサビリティに関する
規則 1830/2003である。 
 GMOの意図的な環境放出に関する指令は，野外試験と市場への流通の各場合の手続きを
定めているが，前者には，各加盟国にかなりの権能を与えており，市場への流通の場合の手

続きが EUレベルに重点を置いているのと対照的である。 
 食品・飼料に関する規則では，①食品・飼料の原料として GMOを使用する場合，②GMO
を含む，GMOにより構成される，または GMOから製造された成分を食品・飼料に使用す
る場合，③GMOから製造された食品・飼料を使用する場合，に承認が必要とされる。承認
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